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〇大阪府生活環境の保全等に関する条例（抜粋）
（使用が廃止された有害物質使用届出施設等に係る工場又は事業場の敷地であった
土地の調査）
第81条の４　使用が廃止された有害物質使用届出施設（第49条第２項に規定する届
出施設であって、同項第１号の規則で定める物質（特定有害物質であるものに限
る。）をその施設において製造し、使用し、又は処理するものをいう。以下同
じ。）又はダイオキシン特定施設（以下「有害物質使用届出施設等」という。）に
係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者（以下「所有
者等」という。)であって、当該有害物質使用届出施設等を設置していたもの又は
次項の規定により通知を受けたものは、規則で定めるところにより、当該土地の土
壌の管理有害物質（規則で定める管理有害物質に限る。）による汚染の状況につい
て、土壌法第４条第２項に規定する指定調査機関（以下「指定調査機関」とい
う。）に規則で定める方法により調査させて、その結果を報告しなければならな
い。ただし、規則で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の
方法からみて土壌の管理有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるお
それがない旨の確認を受けたときは、この限りでない。
２　第57条の規定による届出施設（有害物質使用届出施設であるものに限る。）の
使用の廃止の届出又はダイオキシン類対策特別措置法第18条の規定によるダイオキ
シン特定施設の使用の廃止の届出を受けた場合その他有害物質使用届出施設等の使
用が廃止されたことを知った場合において、当該有害物質使用届出施設等を設置し
ていた者以外に当該土地の所有者等があるときは、規則で定めるところにより、当
該土地の所有者等に対し、当該有害物質使用届出施設等の使用が廃止された旨その
他の規則で定める事項を通知するものとする。
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